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栃木県選挙管理委員会告示第44号

栃木県議会議員（下野市選挙区）に欠員が生じたので、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第113条第１項

及び第34条第１項の規定により、栃木県議会議員の補欠選挙を次により行う。

平成30（2018）年11月30日

栃木県選挙管理委員会委員長 小 林 恒 夫

１ 選 挙 の 期 日 平成30（2018）年12月９日

２ 選挙すべき議員の数 １人

３ 選 挙 区 下野市選挙区

栃木県選挙管理委員会告示第45号

平成30年12月９日執行の栃木県議会議員（下野市選挙区）補欠選挙における選挙長及び同職務代理者を、次

のとおり選任した。

平成30（2018）年11月30日

栃木県選挙管理委員会委員長 小 林 恒 夫

栃木県議会議員（下野市選挙区）補欠選挙選挙長

栃木県宇都宮市駒生１丁目22番27号 小 林 恒 夫

栃木県議会議員（下野市選挙区）補欠選挙選挙長職務代理者

栃木県宇都宮市中岡本町2732番地12 小 林 恵 介

栃木県選挙管理委員会告示第46号

平成30年12月９日執行の栃木県議会議員（下野市選挙区）補欠選挙における選挙長の事務は、11月30日は下

野市役所において、このほかは栃木県庁において行う。

平成30（2018）年11月30日

栃木県選挙管理委員会委員長 小 林 恒 夫

栃木県選挙管理委員会告示第47号

平成30年12月９日執行の栃木県議会議員（下野市選挙区）補欠選挙における選挙会は、次により行う。

平成30（2018）年11月30日

栃木県選挙管理委員会委員長 小 林 恒 夫

１ 場 所 栃木県庁

２ 日 時 平成30（2018）年12月11日 午後２時

栃木県選挙管理委員会告示第48号

平成30年12月９日執行の栃木県議会議員（下野市選挙区）補欠選挙において、栃木県議会議員の選挙におけ

るポスター掲示場の設置に関する条例（昭和57年栃木県条例第26号）第１条第１項の規定によるポスター掲示

場には、平成30（2018）年11月30日から公職選挙法（昭和25年法律第100号）第143条第１項第５号のポスター

を掲示することができる。

平成30（2018）年11月30日

栃木県選挙管理委員会委員長 小 林 恒 夫

栃木県選挙管理委員会告示第49号

平成30年12月９日執行の栃木県議会議員（下野市選挙区）補欠選挙において、栃木県議会議員選挙の選挙公

報の発行に関する条例（昭和42年栃木県条例第14号）第３条の規定により候補者が選挙公報掲載文の申請をす

る期限は、平成30（2018）年11月30日とする。

平成30（2018）年11月30日

栃木県選挙管理委員会委員長 小 林 恒 夫
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栃木県選挙管理委員会告示第50号

平成30年12月９日執行の栃木県議会議員（下野市選挙区）補欠選挙における候補者の選挙公報掲載文の掲載

順序を定めるくじは、次により行う。

平成30（2018）年11月30日

栃木県選挙管理委員会委員長 小 林 恒 夫

１ 場 所 栃木県庁

２ 日 時 平成30（2018）年11月30日 午後６時

栃木県議会議員（下野市選挙区）補欠選挙選挙長告示第１号

平成30年12月９日執行の栃木県議会議員（下野市選挙区）補欠選挙における選挙会の選挙立会人を定めるく

じは、次により行う。

平成30（2018）年11月30日

栃木県議会議員（下野市選挙区）補欠選挙選挙長 小 林 恒 夫

１ 場 所 栃木県庁

２ 日 時 平成30（2018）年12月６日 午後６時
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栃木県選挙管理委員会告示第44号

栃木県議会議員（下野市選挙区）に欠員が生じたので、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第113条第１項

及び第34条第１項の規定により、栃木県議会議員の補欠選挙を次により行う。

平成30（2018）年11月30日

栃木県選挙管理委員会委員長 小 林 恒 夫

１ 選 挙 の 期 日 平成30（2018）年12月９日

２ 選挙すべき議員の数 １人

３ 選 挙 区 下野市選挙区

栃木県選挙管理委員会告示第45号

平成30年12月９日執行の栃木県議会議員（下野市選挙区）補欠選挙における選挙長及び同職務代理者を、次

のとおり選任した。

平成30（2018）年11月30日

栃木県選挙管理委員会委員長 小 林 恒 夫

栃木県議会議員（下野市選挙区）補欠選挙選挙長

栃木県宇都宮市駒生１丁目22番27号 小 林 恒 夫

栃木県議会議員（下野市選挙区）補欠選挙選挙長職務代理者

栃木県宇都宮市中岡本町2732番地12 小 林 恵 介

栃木県選挙管理委員会告示第46号

平成30年12月９日執行の栃木県議会議員（下野市選挙区）補欠選挙における選挙長の事務は、11月30日は下

野市役所において、このほかは栃木県庁において行う。

平成30（2018）年11月30日

栃木県選挙管理委員会委員長 小 林 恒 夫

栃木県選挙管理委員会告示第47号

平成30年12月９日執行の栃木県議会議員（下野市選挙区）補欠選挙における選挙会は、次により行う。

平成30（2018）年11月30日

栃木県選挙管理委員会委員長 小 林 恒 夫

１ 場 所 栃木県庁

２ 日 時 平成30（2018）年12月11日 午後２時

栃木県選挙管理委員会告示第48号

平成30年12月９日執行の栃木県議会議員（下野市選挙区）補欠選挙において、栃木県議会議員の選挙におけ

るポスター掲示場の設置に関する条例（昭和57年栃木県条例第26号）第１条第１項の規定によるポスター掲示

場には、平成30（2018）年11月30日から公職選挙法（昭和25年法律第100号）第143条第１項第５号のポスター

を掲示することができる。

平成30（2018）年11月30日

栃木県選挙管理委員会委員長 小 林 恒 夫

栃木県選挙管理委員会告示第49号

平成30年12月９日執行の栃木県議会議員（下野市選挙区）補欠選挙において、栃木県議会議員選挙の選挙公

報の発行に関する条例（昭和42年栃木県条例第14号）第３条の規定により候補者が選挙公報掲載文の申請をす

る期限は、平成30（2018）年11月30日とする。

平成30（2018）年11月30日

栃木県選挙管理委員会委員長 小 林 恒 夫
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